
 
 

 

 

文部科学省におけるストーカー被害者支援の取組 

＜第４回ストーカー行為等の規制等の在り方に関する有識者検討会＞ 

平成２６年３月 文部科学省 

 

 

１．情報モラルの育成について 

 

２．学校における相談体制の充実について 

 

３．学校における防犯教育･管理について 















２．学校における相談体制の充実について 

 

（１）生徒指導提要 

  平成 22 年 3 月、小学校段階から高校段階までの組織的・体系的な

取組を進めるため、生徒指導の概念・取組の方向性等を整理した学

校・教員向けの基本書として作成し、各教育委員会及び学校等に配布。 

P.179～ 「性に関する問題行動や性的被害の防止とその対応」 

○性に関する問題行動や性的被害は、学校の管理下だけでないことから、

校内外の関係機関との連携が重要 

○教員は、生徒の表情や態度などに現れたサインへの気づきの感度を高

めることが必要 

○養護教諭と他の教職員との連携が重要 

 

（２）教育相談指導者養成研修 

   各都道府県、指定都市及び中核市において教育相談を担当する指導

主事及び教諭に対し、教育相談における今日的諸課題について高度な

見識を修得させ、各地域において、本研修内容を踏まえた研修の講師

等としての活動や、各学校への指導・助言等が行われることを目的と

して、独立行政法人教員研修センターにおいて開催。 

 

（３）学校における教育相談体制の充実 

○スクールカウンセラー等の配置の推進など 



３．学校における防犯教育・管理について 

 

（１）学校安全参考資料「『生きる力』をはぐくむ学校での安全教育」

の作成・配布 

 学校において、誘拐などの犯罪に対する適切な行動の仕方など

を内容とする防犯教育が効果的に行われるよう、幼・小・中・高・

特別支援学校の内容を網羅した学校安全参考資料「『生きる力』

をはぐくむ学校での安全教育」を全国の学校等に配布し、安全指

導の目標、内容等を明示してその充実を図っている。 

 

（２）防犯教育に係る指導者の研修 

○ 学校安全教室推進事業 

防犯訓練による学校への不審者侵入時の子供の安全確保の方

法などを内容とする防犯教室の講師となる教職員等を対象とし

た講習会を全国で実施している。 

 

（３）「学校の危機管理マニュアル」の作成・配布 

不審者侵入事案が発生した場合等における学校の具体的な対

応の参考となる共通的な留意事項を取りまとめた「学校の危機管

理マニュアル」を全国の学校へ配付している。 


